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八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例設定の専

決処分について 

 

 

 八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例設定につき、別紙のとおり専

決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し、承認を求め

る。 
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提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 



 



八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例設定の専

決処分書 

 

 八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例設定につき、議会の議決を求

むべきところ緊急に改正作業をする必要があった事項について、市議会の了承の

もと、地方自治法第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。 

 

  令和２年３月３１日 

 

  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 八王子市市税賦課徴収条例（昭和２５年八王子市条例第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族申告書） 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

第２３条の３の２ 所得税法第１９４条第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条にお

いて「給与所得者」という。）で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出の際

に経由すべき同項に規定する給与等の支払

者（以下この条において「給与支払者」と

いう。）から毎年最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

第２３条の３の２ 所得税法第１９４条第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条にお

いて「給与所得者」という。）で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出の際

に経由すべき同項に規定する給与等の支払

者（以下この条において「給与支払者」と

いう。）から毎年最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

  ⑶ 当該給与所得者が単身児童扶養者に該

当する場合には、その旨 

 ⑶ （略）  ⑷ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族申告書） 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書） 

第２３条の３の３ 所得税法第２０３条の６ 第２３条の３の３ 所得税法第２０３条の６



第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所

得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。）の支払を受ける者であ

つて、扶養親族（控除対象扶養親族を除

く。）を有する者（以下この条において

「公的年金等受給者」という。）で市内に

住所を有するものは、当該申告書の提出の

際に経由すべき所得税法第２０３条の６第

１項に規定する公的年金等の支払者（以下

この条において「公的年金等支払者」とい

う。）から毎年最初に公的年金等の支払を

受ける日の前日までに、施行規則で定める

ところにより、次に掲げる事項を記載した

申告書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所

得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。）の支払を受ける者であ

つて、扶養親族（控除対象扶養親族を除

く。）を有する者若しくは単身児童扶養者

である者（以下この条において「公的年金

等受給者」という。）で市内に住所を有す

るものは、当該申告書の提出の際に経由す

べき所得税法第２０３条の６第１項に規定

する公的年金等の支払者（以下この条にお

いて「公的年金等支払者」という。）から

毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の

前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

   ⑶ 当該公的年金等受給者が単身児童扶養

者に該当する場合には、その旨 

 ⑶ （略）  ⑷ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

 （法人の市民税の申告納付）  （法人の市民税の申告納付） 

第３４条 （略） 第３４条 （略） 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若し

くは事業所を有する法人（以下この条にお

いて「内国法人」という。）が、租税特別

措置法第６６条の７第５項及び第１１項又

は第６８条の９１第４項及び第１０項の規

定の適用を受ける場合には、法第３２１条

の８第２４項及び令第４８条の１２の２に

規定するところにより、控除すべき額を前

項の規定により申告納付すべき法人税割額

から控除する。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若し

くは事業所を有する法人（以下この条にお

いて「内国法人」という。）が、租税特別

措置法第６６条の７第４項及び第１０項又

は第６８条の９１第４項及び第１０項の規

定の適用を受ける場合には、法第３２１条

の８第２４項及び令第４８条の１２の２に

規定するところにより、控除すべき額を前

項の規定により申告納付すべき法人税割額

から控除する。 

３～１７ （略） ３～１７ （略） 

  

 （固定資産税の納税義務者等）  （固定資産税の納税義務者等） 

第３７条 （略） 第３７条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に

属する部分その他施行規則第１０条の２の

１５で定めるものを含む。）であつて、家

屋の所有者以外の者がその事業の用に供す

るため取り付けたものであり、かつ、当該

家屋に付合したことにより家屋の所有者が

所有することとなつたもの（以下この項に

おいて「特定附帯設備」という。）につい

６ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に

属する部分その他施行規則第１０条の２の

１２で定めるものを含む。）であつて、家

屋の所有者以外の者がその事業の用に供す

るため取り付けたものであり、かつ、当該

家屋に付合したことにより家屋の所有者が

所有することとなつたもの（以下この項に

おいて「特定附帯設備」という。）につい



ては、当該取り付けた者の事業の用に供す

ることができる資産である場合に限り、当

該取り付けた者をもつて第１項の所有者と

みなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属

する部分は家屋以外の資産とみなして固定

資産税を課する。 

ては、当該取り付けた者の事業の用に供す

ることができる資産である場合に限り、当

該取り付けた者をもつて第１項の所有者と

みなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属

する部分は家屋以外の資産とみなして固定

資産税を課する。 

  

 （固定資産税の課税標準）  （固定資産税の課税標準） 

第４２条 （略） 第４２条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 住宅用地（法第３４９条の３の２第１項

に規定する住宅用地をいう。以下この項及

び第５５条の４において同じ。）に対して

課する固定資産税の課税標準は、第１項か

ら第６項まで及び法第３４９条の３第１１

項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係

る固定資産税の課税標準となるべき価格の

３分の１の額とする。 

９ 住宅用地（法第３４９条の３の２第１項

に規定する住宅用地をいう。以下この項及

び第５５条の４において同じ。）に対して

課する固定資産税の課税標準は、第１項か

ら第６項まで及び法第３４９条の３第１２

項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係

る固定資産税の課税標準となるべき価格の

３分の１の額とする。 

１０ 小規模住宅用地（法第３４９条の３の

２第２項に規定する小規模住宅用地をい

う。以下この項において同じ。）に対して

課する固定資産税の課税標準は、第１項か

ら第６項まで及び前項並びに法第３４９条

の３第１１項の規定にかかわらず、当該小

規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準

となるべき価格の６分の１の額とする。 

１０ 小規模住宅用地（法第３４９条の３の

２第２項に規定する小規模住宅用地をい

う。以下この項において同じ。）に対して

課する固定資産税の課税標準は、第１項か

ら第６項まで及び前項並びに法第３４９条

の３第１２項の規定にかかわらず、当該小

規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準

となるべき価格の６分の１の額とする。 

  

 （法第３４９条の３第２７項等の条例で定

める割合） 

 （法第３４９条の３第２８項等の条例で定

める割合） 

第４２条の２ 法第３４９条の３第２７項の

規定による条例で定める割合は、３分の１

とする。 

第４２条の２ 法第３４９条の３第２８項の

規定による条例で定める割合は、３分の１

とする。 

２ 法第３４９条の３第２８項の規定による

条例で定める割合は、３分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２９項の規定による

条例で定める割合は、３分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第２９項の規定による

条例で定める割合は、３分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項の規定による

条例で定める割合は、３分の１とする。 

  

 （たばこ税の課税免除）  （たばこ税の課税免除） 

第７６条 （略） 第７６条 （略） 

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第

２号に係る部分に限る。）の規定は、卸売

販売業者等が、同条第１項第１号又は第２

号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等

について、第７８条第１項又は第２項の規

定による申告書に前項（法第４６９条第１

項第１号又は第２号に係る部分に限る。）

の適用を受けようとする製造たばこに係る

たばこ税額を記載し、かつ、施行規則第１

６条の２の３第１項に規定する書類を保存

している場合に限り、適用する。 

 



３ 第１項（法第４６９条第１項第３号又は

第４号に係る部分に限る。）の規定は、卸

売販売業者等が市長に施行規則第１６条の

２の３第２項に規定する書類を提出してい

る場合に限り、適用する。 

２ 前項の規定は、卸売販売業者等が市長に

施行規則第１６条の２の３に規定する書類

を提出しない場合には、適用しない。 

４ （略） ３ （略） 

  

 （たばこ税の申告納付の手続）  （たばこ税の申告納付の手続） 

第７８条 前条の規定によつてたばこ税を申

告納付すべき者（以下この節において「申

告納税者」という。）は、毎月末日まで

に、前月の初日から末日までの間における

売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課

税標準たる本数の合計数（以下この節にお

いて「課税標準数量」という。）及び当該

課税標準数量に対するたばこ税額、第７６

条第１項の規定により免除を受けようとす

る場合にあつては同項の適用を受けようと

する製造たばこに係るたばこ税額並びに次

条第１項の規定により控除を受けようとす

る場合にあつては同項の適用を受けようと

するたばこ税額その他必要な事項を記載し

た施行規則第３４号の２様式による申告書

を市長に提出し、及びその申告に係る税金

を施行規則第３４号の２の５様式による納

付書によつて納付しなければならない。こ

の場合において、当該申告書には、第７６

条第３項に規定する書類及び次条第１項の

返還に係る製造たばこの品目ごとの数量に

ついての明細を記載した施行規則第１６号

の５様式による書類を添付しなければなら

ない。 

第７８条 前条の規定によつてたばこ税を申

告納付すべき者（以下この節において「申

告納税者」という。）は、毎月末日まで

に、前月の初日から末日までの間における

売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課

税標準たる本数の合計数（以下この節にお

いて「課税標準数量」という。）及び当該

課税標準数量に対するたばこ税額、第７６

条第１項の規定により免除を受けようとす

る場合にあつては同項の適用を受けようと

する製造たばこに係るたばこ税額並びに次

条第１項の規定により控除を受けようとす

る場合にあつては同項の適用を受けようと

するたばこ税額その他必要な事項を記載し

た施行規則第３４号の２様式による申告書

を市長に提出し、及びその申告に係る税金

を施行規則第３４号の２の５様式による納

付書によつて納付しなければならない。こ

の場合において、当該申告書には、第７６

条第２項に規定する書類及び次条第１項の

返還に係る製造たばこの品目ごとの数量に

ついての明細を記載した施行規則第１６号

の５様式による書類を添付しなければなら

ない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

   附 則    附 則 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

 ２ 法附則第１５条第２項第２号の規定によ

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

２ 法附則第１５条第２項第５号の規定によ

る条例で定める割合は、４分の３とする。 

３ 法附則第１５条第２項第６号の規定によ

る条例で定める割合は、４分の３とする。 

３ 法附則第１５条第３０項第１号イに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第３３項第１号イに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第３０項第１号ロに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は３分の２とする。 

 ６ 法附則第１５条第３３項第１号ハに規定

する設備について同号に規定する条例で定



める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第３０項第１号ハに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３３項第１号ニに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第３０項第１号ニに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第３３項第１号ホに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３０項第２号イに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第３３項第２号イに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第３０項第２号ロに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第３３項第２号ロに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は３分の２とする。 

 

１０ 法附則第１５条第３０項第３号イに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第３３項第３号イに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第３０項第３号ロに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第３３項第３号ロに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第３０項第３号ハに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第３３項第３号ハに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第３４項に規定する条

例で定める割合は、３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第３８項に規定する条

例で定める割合は、３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第３８項に規定する条

例で定める割合は、３分の１とする。 

１５ 法附則第１５条第４４項に規定する条

例で定める割合は、３分の１とする。 

１５ 法附則第１５条第４１項に規定する条

例で定める割合は、０とする。 

１６ 法附則第１５条第４７項に規定する条

例で定める割合は、０とする。 

１６ （略） １７ （略） 

  

 （令和元年度又は令和２年度における土地

の価格の特例） 

 （令和元年度又は令和２年度における土地

の価格の特例） 

第１１条の２ （略） 第１１条の２ （略） 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令

和元年度適用土地又は令和元年度類似適用

土地であつて、令和２年度分の固定資産税

について前項の規定の適用を受けないこと

となるものに対して課する同年度分の固定

資産税の課税標準は、第４２条の規定にか

かわらず、修正された価格（法附則第１７

条の２第２項に規定する修正された価格を

いう。）で土地課税台帳等に登録されたも

のとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平

成３１年度適用土地又は平成３１年度類似

適用土地であつて、令和２年度分の固定資

産税について前項の規定の適用を受けない

こととなるものに対して課する同年度分の

固定資産税の課税標準は、第４２条の規定

にかかわらず、修正された価格（法附則第

１７条の２第２項に規定する修正された価

格をいう。）で土地課税台帳等に登録され

たものとする。 

  

  
附 則 



 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の八王子市市税賦

課徴収条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの

個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２３条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する

同項及び同条第２項に規定する申告書について適用する。 

３ 新条例第２３条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金

等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出す

る新条例第２３条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分

は、令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分まで

の固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則

第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧

法附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して

課する固定資産税については、なお従前の例による。 


